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会社を退職したときの 
免除申請手続き 

さかのぼって 
免除を申請するときの手続き 

ケーススタディー① ケーススタディー② 
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このケーススタディーは、平成27年4月1日時点の法令に基づき制作されています 



免除・納付猶予  

 ケーススタディー① 

『会社を退職したときの免除申請手続き』 

（特例免除） 



免除・納付猶予  

【学習目標】 

ナビゲーター 

永年美結 
講師 

工藤悠真 

失業等を理由とする特例免除の手続きに 
ついて理解する 

免除申請書の記入や手続きのご案内において
注意すべきポイントを確認する 

免除による年金額への影響や追納制度などに
ついて、お手続きガイドを活用したわかり 
やすい案内方法を習得する 
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免除・納付猶予  

氏名：井上 孝夫（いのうえ たかお） 
 
年齢：42歳 
 
相談内容：平成27年8月31日会社を退職。2号

から1号への種別変更手続きを 
 行ったが、保険料の負担が厳しい 
 ため免除制度について聞きたい 
 
家族：専業主婦の配偶者、2人の子どもと 
   暮らしている（世帯主は来訪者） 
 
このケースでは、ケーススタディー『加入・喪失 
・各種変更』の途中から会話が始まります。 

相談者のプロフィール 



免除・納付猶予  

はい。国民年金には保険料を納めるのが難しいと
きに、保険料を免除できる制度がございます。免
除の申請をしていただくと、井上様のように失業
された方の場合、特例としてご本人の前年の所得
金額に関わらず審査することができます。 

あの、しばらくは雇用保険の失業手当以外に 
収入が見込めない状況で、やっぱり2人で月 
3万円以上の保険料の負担は厳しいのですが、何
とかなりませんか。 

助かります。 

免除制度の説明 
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国民年金の免除制度は井上様の配偶者や世帯主の
方も審査の対象となります。もし、それぞれの方
にある程度の所得があった場合は、保険料の一部
を納める免除となったり、免除に該当しなかった
りします。 
また、免除を受けた期間は、保険料を全額納めた
ときと比べて、将来受け取る年金の金額が 
少なくなります。 

そうかあ。そうなるなら、まずは、私の分だけ申
請します。妻の分は申請書をもらって帰る 
ので、家に帰ってから妻と相談して手続きするよ
うにします。 

免除制度の説明 

また、免除を受けた期間は、保険料を全額納め
たときと比べて、将来受け取る年金の金額が 
少なくなります。 
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井上様の場合、9月1日付けで国民年金への 
切り替えとなりますので、免除を申請できる 
のは国民年金に切り替えた今年の9月から来年の
6月までとなります。 
来年度以降も免除申請をご希望される場合は、今
お持ちの雇用保険関係の書類をお持ちに 
なってあらためてご来訪ください。 

免除制度の説明 

来年度以降も免除申請をご希望される場合は、
今お持ちの雇用保険関係の書類をお持ちに 
なってあらためてご来訪ください。 
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国民年金保険料免除・
納付猶予申請書 
 
通知（27免除様式）厚
生局.pdf 

免除制度の説明 
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井上様ご本人は、失業されていますのでその 
事実の審査をし、所得による審査は 
ございません。ただ、世帯主と配偶者については、
所得審査の対象になります。世帯主は 
井上様ご自身ですか。 

ええ、私が世帯主です。 

そうしますと、所得審査の対象者は奥様のみとな
りますが、奥様は前年に所得がございますか？ 

いいえ、所得はありません。 

免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例

免除制度の説明 
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承知しました。それでは、申請書の書き方を 
ご説明いたします。まず、井上様の基礎年金 
番号・電話番号・お名前・生年月日、奥様の 
お名前・生年月日をご記入ください。 

記入できました。私が世帯主ですので 
「世帯主」の欄は書かなくていいですかね。 

免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例

免除申請書の記入方法 
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はい。世帯主欄は空欄にしておいてください。と
ころで、井上様は全額免除をご希望でしょうか。
この申請書では、ここに書いてある順番で、全て
の免除等の審査をいたします。もし希望 
しない免除区分がございましたら、番号⑨の欄の
「免除等区分」にバツ印を記入してください。 

わかりました。 

免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例免除申請書の記入方法 
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⑩欄の申請期間は平成27年9月から平成28年 
6月分の申請となりますので、 
「平成27年度分」と記入してください。⑪欄は、
井上様と奥様それぞれの平成26年中の所得に 
ついて、確定申告など税申告の「あり・なし・不
明」のいずれかに○印を付けてください。 

私は会社で年末調整を受けたから「あり」に〇、
妻は専業主婦で確定申告をしていないから 
「なし」に○。これでいいですね。 

はい。では、⑫欄の前年所得は、同様に 
平成26年1月から12月までの間の井上様と奥様の
所得内容について記入してください。 

免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例

免除申請書の記入方法 
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免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例

免除申請書の記入方法 
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えーと、妻は無収入だから、所得は「なし」に○、
わたしは年収で400万円だったから・・・。 

高校生と中学生の子が1人ずついます。 

収入で400万円でしたら「あり（57万円超）」に
○印を付けてください。16歳以上19歳未満のお
子様はいらっしゃいますか。 

では、「16歳以上19歳未満の扶養親族（あり・
なし）」の「あり」に○印を付けてください。 

免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例

免除申請書の記入方法 
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⑬の特例認定欄の失業に○印と退職日の翌日の年
月日、それから雇用保険加入の「あり・ 
なし」のいずれかに○印を記入してください。 

わかりました。⑭欄の「継続希望区分」は 
何も書かなくていいの？ 

免除・納付猶予｜ 72平成27年度版

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書等記入例（免除・若年者納付猶予）

申
請
書
記
入
例

免除申請書の記入方法 
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今回の井上様の場合には、失業等による特例の免
除ですので、継続には該当いたしません。 
継続希望ができる方は、所得審査のみで全額 
免除または納付猶予の承認を受けた方です。 
 
翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の
申請を希望する方は、この申請書の⑭欄に 
記載していただきます。そうすると翌年度に 
あらためて申請を行わなくても継続して申請が
あったものとして審査できます。 
 
ただ、先ほど申し上げたように今回の井上様の場
合は、失業等による特例免除になりますので、申
請の際は、毎年退職した日付を確認させて 
いただく必要がございます。 
 
したがって、翌年度も免除を希望される場合はあ
らためて雇用保険関係の書類をお持ち 
いただき、免除を申請いただくことになります。
ですから、継続希望区分の欄は「しない」に 
○を付けてください。 

免除申請書の記入方法 

翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予
の申請を希望する方は、この申請書の⑭欄に 
記載していただきます。そうすると翌年度に 
あらためて申請を行わなくても継続して申請が
あったものとして審査できます。 

ただ、先ほど申し上げたように今回の井上様の
場合は、失業等による特例免除になりますので、
申請の際は、毎年退職した日付を確認させて 
いただく必要がございます。 

したがって、翌年度も免除を希望される場合は
あらためて雇用保険関係の書類をお持ち 
いただき、免除を申請いただくことになります。
ですから、継続希望区分の欄は「しない」に 
○を付けてください。 
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所得審査で「全額免除」または「納付猶予」の承認を受けた
申請者が翌年度以降も引き続き「全額免除」または「納付猶
予」の申請を希望する場合は⑭欄「継続希望区分」にあらか
じめ記載をすると翌年度（7月～）あらためて申請を行わな
くても継続して申請があるものとみなし審査される。 

⑭継続希望区分の「1.はい」に○印を付けても、審査結果で
納付猶予または全額免除に該当しない限り、あらためて翌年
度以降免除申請が必要となる。 

特例免除によって全額免除または納付猶予に該当した場合も
継続審査の対象とはならない。 

免除申請書の記入方法 

シナリオ 
「1.する」に修正？ 
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最後に、申請書の最上段の枠内に「住所・ 
被保険者氏名・本日の日付」をご記入ください。 

免除申請書の記入方法 



免除・納付猶予  免除申請書の記入方法 
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ありがとうございました。失業による特例免除の
申請には退職日を証明する書類を添付して 
いただく必要がございます。先ほど拝見した「離
職票」をコピーさせていただいても 
よろしいでしょうか。 

構いませんよ。 

免除申請書の記入方法 
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・・・では井上様、免除の申請書をお預かり 
いたしました。こちらが国民年金保険料免除・納
付猶予申請書の本人控と受付票になります。免除
申請の審査には3か月ほどかかります。 
日本年金機構が免除の審査を行い、審査結果は後
日、日本年金機構から郵送されてきます。 
本日、国民年金第1号への切り替え手続きも行っ
ていただきましたが、免除の審査結果が 
届く前に日本年金機構から納付書が郵送 
されますのでご承知願います。 

それは処分してもいいんですよね。 

免除申請書の記入方法 

本日、国民年金第1号への切り替え手続きも
行っていただきましたが、免除の審査結果が 
届く前に日本年金機構から納付書が郵送 
されますのでご承知願います。 
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審査によっては免除が認められない場合が 
ございます。その場合は保険料を納付して 
いただく必要がございますので、送られてきた納
付書は免除申請の審査結果が届くまで保管をお願
いいたします。 

わかりました。 

免除申請書の記入方法 



免除・納付猶予  

免除申請の留意事項および 
申請後の被保険者の状況変更に伴う届け出 

コラム 1 
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留意事項 

申請後、日本年金機構からおおむね 

2～3か月後に審査結果が送付される 

1 

免除申請の留意事項 

コラム 1 

2 

 

申請日後に、申請期間にかかる保険料を納

付した場合は、後日還付される 
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留意事項 

申請が却下となった場合、保険料の納付が

必要。納付書がない場合は、年金 

事務所で再発行できる 

3 

コラム 1 

免除申請の留意事項 

4 免除等の承認期間中に学生となった 

場合は、学生納付特例の申請が必要 
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留意事項 

申請した期間中に学生の期間があった 

場合は、あらためて学生納付特例申請書の

提出が必要 

5 

コラム 1 

免除申請の留意事項 

6 口座振替を利用の場合、全額免除または納

付猶予が承認された時点で一時停止となる。

承認期間が終了後に再開 
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留意事項 

修正申告等で前年所得が変更となった 

ときは、年金事務所へ連絡する 

7 

コラム 1 

免除申請の留意事項 
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申請後に配偶者・世帯主等に変更があった場合 

審査結果（承認・却下通知）が日本年金機

構から届く前に変更があった場合 

１ 

a）結婚や世帯主変更（父母等と同居の開始 
など）の場合 
→連絡は不要 

b）離婚や世帯分離（父母等でなく自分や 
配偶者が世帯主になったなど）の場合 
→年金事務所へ連絡 

コラム 1 

申請後に配偶者・世帯主等に変更があった場合 
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審査結果が届いた後に離婚や世帯分離が

あった場合 
 

c）再審査（却下→再審査、一部免除→全額 

免除、納付猶予→全額免除等）を希望する

場合は、再度申請が必要 

2 

申請後に配偶者・世帯主等に変更があった場合 

コラム 1 

申請後に配偶者・世帯主等に変更があった場合 
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免除等の承認後に、 

• 第2号被保険者（会社員等）や 
第3号被保険者（会社員等の被扶養配偶者） 
となった場合 

• 第1号被保険者でなくなった場合 

第1号被保険者でなくなった場合 

コラム 1 

第1号被保険者でなくなった場合 

→自動的に免除等期間でなくなる 
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最後にもう一点だけご案内します。免除を 
受けた期間は、保険料を全額納付したときと 
比べて将来受けとる老齢基礎年金の金額が 
少なくなります。 
ですが、あとから保険料を納付できる「追納」 
制度を利用することによって増やすことが可能で
す。免除承認後10年以内であれば、免除 
された期間の保険料をさかのぼって納付する 
ことができます。 

さかのぼって納付ができるのですか？ 

はい。そうすることで将来受け取る年金額を 
増やすことができます。追納保険料は3年度 
以上さかのぼって保険料を納める場合には当時の
保険料に一定額が加算されます。納付できるよう
になりましたら早めにお手続きいただく 
ことをお勧めいたします。 

追納制度の案内 

ですが、あとから保険料を納付できる「追納」 
制度を利用することによって増やすことが可能
です。10年以内であれば、免除された期間の 
保険料をさかのぼって納付することができます。 
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なるほど。将来もらえる年金が減るのは 
困るから、なるべく追納できるようにします。 

追納のご相談やお申し込みは直接年金事務所にお
問い合わせください。また、追納についての注意
点がこちらに記載してありますのでご確認くださ
い。 

わかりました。 

追納制度の案内 
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保険料の追納について 

コラム 2 
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保険料の追納について 
全額免除または納付猶予が承認された期間、4分の3

免除、半額免除または4分の1免除が承認された期間

（一部保険料が納付済みの場合に限ります）は、10

年以内であれば申出により免除された保険料をあと

から納めること（追納）ができ、追納した期間は、

保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。

ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は、追納

することはできません。 

保険料の追納について 

コラム 2 
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保険料の追納について 

また、免除等を受けた期間の翌年度から起算して、

3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の

保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 

なお、追納保険料は、追納が承認された期間のうち

先に経過した月（古い月分）から納付することとな

ります。 

保険料の追納について 

コラム 2 
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一部免除の承認を受けた期間 

コラム 3 
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国民年金保険料の「一部免除」（1/4免除・半

額免除・3/4免除）が認められた場合、納付す

べき保険料分の新たな納付書が免除申請の結果

通知後に日本年金機構より送付される。 

当該納付書で納付すべき保険料分は必ず納付す

るよう十分説明を行うこと。 

1 

2 

一部免除の承認を受けた期間 

一部免除の承認を受けた期間 

コラム 3 



免除・納付猶予  



 ケーススタディー 

『申請免除の遡及申請の手続き』 

免除・納付猶予  



ナビゲーター 

永年美結 
講師 

工藤悠真 

【学習目標】 
過去にさかのぼって免除申請を行う場合の、免
除制度の種類、申請可能な期間、所得等の要件
について理解する 

免除対象期間に関する来訪者への聞き取りや情
報整理の仕方を習得する 

免除・納付猶予  



免除・納付猶予  

氏名：山田 真一（やまだ しんいち） 
 
年齢：35歳 
 
来訪理由：数年間国民年金保険料を支払ってい 
     なかったが、年金事務所から役場で 
     免除の相談をするように言われ来訪 
     した。 
 
家族：本人、妻、長男 

相談者のプロフィール 



免除・納付猶予  

こんにちは。年金に関するご用件でしょうか。 

私と妻の分の国民年金の保険料をお金がない 
からずっと支払っていなかったら、年金事務所か
ら、今日はもってこなかったけど、保険料の支払
を督促する文書が来て、 
中を見たらこれ以上保険料を滞納した場合、 
督促とか財産差し押さえとか書いてあったので、
驚いて年金事務所に電話したら、役場に行って、
はやく国民年金保険料の免除の相談をした方がい
いと言われたから急いで来たんだけど・・・ 
差し押さえるってどういうことですか？ 
年金って老後のことでしょ、ずっと先のこと 
だし、年金は納めても、納めなくてもいいのでは
ないですか。それに保険料の免除って初めて聞い
たけど、それって納めないことと一緒 
なんじゃないんですか。免除の手続きとか面倒に
思うんですけど！ 

保険料免除制度の説明 

中を見たらこれ以上保険料を滞納した場合、 
督促とか財産差し押さえとか書いてあったので、 
驚いて年金事務所に電話したら、役場に行って、 
はやく国民年金保険料の免除の相談をした方が 
いいと言われたから急いで来たんだけど・・・ 
差し押さえるってどういうことですか？ 
年金って老後のことでしょ、ずっと先のこと 
だし、年金は納めても、納めなくてもいいので 
はないですか。それに保険料の免除って初めて 
聞いたけど、それって納めないことと一緒 
なんじゃないんですか。免除の手続きとか面倒 
に思うんですけど！ 



免除・納付猶予  

本日はわざわざお越しいただき、たいへん 
ありがとうございます。国民年金の保険料の 
免除についてご説明させていただきたいの 
ですが、本日お時間はございますか。 

かしこまりました。まず、年金の制度についてご
説明します。日本国内に住んでいる20歳以上60
歳未満の方は全員、国民年金に加入して、 
保険料を納めなければならないと法律で決め 
られています。 

保険料免除制度の説明 

今日はそのために来たから時間は大丈夫だけど、
手短にしてくださいね。 

工場で働いていたときは給料から健康保険やらい
ろいろ引かれていたみたいだけど。 



免除・納付猶予  

では、以前はお勤めをされていたのですね、 
そのときにお給料から引かれていたのは厚生 
年金保険料です。こちらに書いてありますように
「会社員」なら厚生年金、「公務員」なら 
共済組合に加入することになります。 
厚生年金では会社を通じて手続きを行い、保険料
も会社が天引きして納めることになります。会社
をやめた場合は、ご本人がお住まいの 
市町村の窓口で国民年金の加入手続きを行い、ご
自身で保険料を納めることになります。 

保険料免除制度の説明 

 
厚生年金では会社を通じて手続きを行い、保険
料も会社が天引きして納めることになります。
会社をやめた場合は、ご本人がお住まいの 
市町村の窓口で国民年金の加入手続きを行い、
ご自身で保険料を納めることになります。 



免除・納付猶予  

国民年金の保険料・納付期限・納付方法などはこ
ちらのとおりでございます。 

保険料免除制度の説明 

なるほど。 



免除・納付猶予  

保険料をきちんと納めていただくことにより、老
後に支給される年金だけではなく、万が一の病気
やケガなどで障害を負ってしまったときや死亡と
いったもしものときに備えることが 
できます。 
国民年金は、20歳から60歳までに加入すること
になります。その間には、失業などの理由で 
保険料を納めることが経済的に難しくなるときも
ありますので、そのまま保険料を滞納してしまう
と、歳をとったときも障害や死亡といったときに
も、年金が受け取れなくなってしまい 
ます。 
収入が少なくて保険料を納めるのがたいへんなと
きでも、そのようなリスクに備えられるよう保険
料を免除する制度がございます。 

保険料免除制度の説明 

 
国民年金は、20歳から60歳までに加入すること
になります。その間には、失業などの理由で 
保険料を納めることが経済的に難しくなるとき
もありますので、そのまま保険料を滞納してし
まうと、歳をとったときも障害や死亡といった
ときにも、年金が受け取れなくなってしまい 
ます。 
収入が少なくて保険料を納めるのがたいへんな
ときでも、そのようなリスクに備えられるよう
保険料を免除する制度がございます。 



免除・納付猶予  

では、免除制度の概要を説明いたします。 

保険料免除制度の説明 

年金事務所も免除って言ってたけど。その 
免除ってどんな制度なの？保険料を納めない 
こととどう違うんですか？ 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 

お客様のような国民年金の第1号被保険者の方は、
経済的な理由などで保険料を納めることが難しく
なってしまったときに、保険料が免除 
される制度を利用できます。 

なるほど。 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 

免除を受けるためには通常、ご本人、配偶者、世
帯主の方の前年の所得の審査が必要に 
なります。 

収入が少ないってことだけで免除を申請できるん
だね。知らなかったよ。 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 

免除が承認された期間は、この表のように取り扱
われます。保険料を納付した場合と比較して、免
除の種類によって将来受け取れる老齢基礎 
年金が減ります。 
ただし、免除を利用することによって障害基礎年
金や遺族基礎年金を受け取れる資格が得られるよ
うになる場合もあります。 

そんなにしっかりした制度なら、正直、 
「払えないからいいや」とほっとかないで、もっ
と早く相談すればよかった。 

ただし、免除を利用することによって障害基礎
年金や遺族基礎年金を受け取れる資格が得られ
るようになる場合もあります。 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 

未納の場合は、「年金を受け取るために必要な期
間」の計算から除かれ年金額にも反映 
されませんが、免除を受けた期間は、「年金を受
け取るために必要な期間」に入れることが 
でき年金額にも反映します。 
これは、国民年金の財源に税金が入っている 
ことによるもので、例えば全額免除となった 
期間であれば、保険料を全額納めた場合の 
2分の1として年金額に反映します。 

免除って、その分の年金が受け取れないもの 
だと思っていたけど、年金は税金からも支払われ
るんだ。保険料が納められないときは、 
めんどうくさがらずに、免除したほうがいいんだ
ね。 

これは、国民年金の財源に税金が入っている 
ことによるもので、例えば全額免除となった 
期間であれば、保険料を全額納めた場合の 
2分の1として年金額に反映します。 



免除・納付猶予  

保険料の未納期間があると年金が受け取れなく
なったり、受け取れる額が少なくなったり 
しますので、やむを得ず納められない場合は 
きちんと免除の手続きをして未納のままにせずに
ご相談いただくことが大切なんです。 
ところで、お客様はこれまで厚生年金に加入 
して保険料を納められていたとお聞きしました
が・・・ 

保険料免除制度の説明 

そうだね。 

ところで、お客様はこれまで厚生年金に加入 
して保険料を納められていたとお聞きしました
が・・・ 



免除・納付猶予  

この厚生年金の保険料には、国民年金の保険料分
も含まれております。 
長期間国民年金の保険料を納めずにそのまま 
放置して未納のままにしてしまいますと、病気や
ケガ、死亡といったもしものときや老後に 
おいて、「年金を受け取るために必要な期間」が
足りなくなり、年金を受け取ることが 
できなくなってしまいます。 

厚生年金では、これまでお給料から天引き 
されていた金額と同じ金額を会社が上乗せして納
めていますので、結局この厚生年金分も 
受け取れなくなってしまう可能性があります。 

保険料免除制度の説明 

なるほどね。 

長期間国民年金の保険料を納めずにそのまま 
放置して未納のままにしてしまいますと、病気
やケガ、死亡といったもしものときや老後に 
おいて、「年金を受け取るために必要な期間」
が足りなくなり、年金を受け取ることが 
できなくなってしまいます。 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 

保険料を納めないと年金がもらえないかも 
しれないのか・・・そうすると、今まで工場で働
いていたときに納めた厚生年金保険料が無駄に
なってしまうんだな。 



免除・納付猶予  

保険料についてご理解いただきありがとう 
ございました。今日これから免除のお手続きをさ
れますか。 

奥様の分はよろしいですか？ 

保険料免除制度の説明 

そうだね。そうします。とりあえず私の分を 
申し込みます。 

妻の分は本人に聞いてみてからでもいいですか。
今日のところは妻の分の申込書はもらって帰りま
す。今日、聞いた内容を私から話してみますよ。 



免除・納付猶予  

では、最初にお客様のご本人確認をさせて 
いただきます。本日免許証などご本人である 
ことを証明するものと「年金手帳」など基礎 
年金番号がわかるものはお持ちでいらっしゃいま
すか？ 

保険料免除制度の説明 

免許証ならもってきています。年金手帳もありま
すよ。 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 



免除・納付猶予  

コラム 

【国民年金】 
加入・喪失・各種変更・免除・納付猶予 
相談引継ぎシートの利用に関して 

1 



免除・納付猶予  

相談引継ぎシートの利用 

相談引継ぎシートの利用に関して 

年金事務所等への引き継ぐときのため 

本人に同じ説明を何度も繰り返さないため 

相談内容の記録・保管のため 

1 

2 

3 

コラム 1 



免除・納付猶予  

ありがとうございます。ご本人確認ができ 
ました。免許証と年金手帳をお返しします。 
山田様の納付記録・未納状況を確認するために年
金事務所に照会いたしますので少々お待ち 
ください。 
 
・・・年金事務所への照会により確認でき 
ました加入記録によると、平成22年1月から 
国民年金保険料が納められていませんね。 
厚生年金保険料は約7年間納められています。 

保険料免除制度の説明 

あぁ、もう6年近く前になるんだ。工場を 
リストラされてから納めてないからなあ。 
厚生年金はそれだけ納めていたんだ。未納を 
続けて年金をもらえなくなったら、本当に 
もったいないな。 

・・・年金事務所への照会により確認でき 
ました加入記録によると、平成22年1月から 
国民年金保険料が納められていませんね。 
厚生年金保険料は約7年間納められています。 



免除・納付猶予  保険料免除制度の説明 



免除・納付猶予  

今月から2年１か月前までの保険料をまだ納付で
きる期間について、さかのぼって免除を申請でき
ます。つまり、本日山田様が免除の申請をする場
合、平成25年8月分までさかのぼって 
申請が可能です。 
また、7月から翌年6月までの1年間が免除に 
おける年度のサイクルとなりますので、来年、平
成28年6月までの免除申請ができます。 

保険料免除制度の説明 

今月からさかのぼって2年1か月と来年6月分 
まで免除してもらえるのか。助かるな。でも、2
年1か月より前は何で免除できないの？ 

また、7月から翌年6月までの1年間が免除に 
おける年度のサイクルとなりますので、来年、
平成28年6月までの免除申請ができます。 



免除・納付猶予  

国民年金保険料を納付できるのは法律で納付 
期限から2年となっております。それより前の期
間は時効により、保険料を納めていただく 
ことも国が受け取ることもできないので、免除が
できる期間もその期間に合わせているのです。 

免除申請には所得審査がありまして、ご本人と保
険料の連帯納付義務者である配偶者・世帯主のそ
れぞれの方の前年の所得が、一定額以下であるこ
となどが確認されて初めて承認されます。申請い
ただいても必ず免除が承認されるとは 
限りませんので、この点はご了承願います。 

保険料免除制度の説明 

時効ね。なるほど。 



免除・納付猶予  

こちらにありますように、免除の種類によって基
準があります。例えば、夫婦の片方だけに 
給与収入がある2人世帯の場合だと、前年の 
所得が92万円以下のときに全額免除となります。
それよりも所得が多い場合でも、半額免除など保
険料の一部が免除される可能性がございます。な
お、免除の審査は日本年金機構が行っております
ので、こちらの窓口では申請書をお預かりするだ
けになります。 

保険料免除制度の説明 

どのくらいの所得が免除基準となるのかな。 

なるほど。 

それよりも所得が多い場合でも、半額免除など
保険料の一部が免除される可能性がございます。
なお、免除の審査は日本年金機構が行っており
ますので、こちらの窓口では申請書をお預かり
するだけになります。 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 



免除・納付猶予  

それでは、これから山田様の免除申請書に記載い
ただく内容や添付書類を整理させていただきます。
いくつかお訊ねしたいことがございますので、ご
協力をお願いいたします。 

先ほど年金事務所へ山田様の記録を照会した際確
認できましたように、平成22年1月から平成27年
7月まで未納となっています。 
このうちさかのぼって免除申請が可能なのは、2
年1か月前の平成25年8月分までとなります。平
成25年7月より前は免除申請の対象になりません
のでご了承ください。 

免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

わかりました。 

このうちさかのぼって免除申請が可能なのは、
2年1か月前の平成25年8月分までとなります。
平成25年7月より前は免除申請の対象になりま
せんのでご了承ください。 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

未納 

未納 

未納 



免除・納付猶予  

続きまして、免除申請が認められる平成25年 
8月以降の山田様のご住所および世帯の状況を確
認させていただきたいので、教えていただけます
でしょうか。 

平成25年8月から26年6月までの間、世帯主は山
田様ご自身でしたか。そのときは奥様とは 
同居されていましたか。平成26年7月から本日ま
でも同じ状況でしたか？ 

免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

はい。 

はい、世帯主は私で妻と子どもと一緒に住んでい
ます。当時から今まで特に変わってないですよ。 



免除・納付猶予  

承知いたしました。それから、山田様は当町（B
町）にはいつからお住まいですか。 

免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

そうなんですね。では、それ以前はずっとA市に
お住まいだったのですか。 

はい、先月（平成27年8月）、A市から引越して
きたんですよ。 

はい、そうです。 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

転居 B町 

A市 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 



免除・納付猶予  

 

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

コラム 2 



免除・納付猶予  

申請書の注意事項 

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

コラム 2 

①申請する年度分の直前の1月1日 

時点の住所と申請時点の住所が違う

場合は、その1月1日時点の住所を

必ず記入 



免除・納付猶予  

申請書の注意事項 

国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

コラム 2 

②配偶者と別居中の場合は、配偶者の

住所を記入 

③配偶者および世帯主の有無に変更が

あった場合は、変更事由、対象者氏名、

変更があった年月日を必ず記入 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

A市 

A市 

A市 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 

A市 

A市 
A市 

A市 
A市 

A市 



免除・納付猶予  

山田様の世帯の状況などの情報が整理できました。
ご協力ありがとうございました。 
それでは申請書の記入方法や注意点などを 
ご説明いたします。 

免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 



免除・納付猶予  免除対象期間に関する聴き取りと情報整理 



免除・納付猶予  

それでは、「国民年金保険料免除・納付猶予 
申請書」に必要事項をご記入ください。また、過
去の期間について申請する場合には年度ごとに申
請書をご提出頂く必要がございますので、平成
25年度分、26年度分、27年度分について、記入
してください。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

わかりました。 



免除・納付猶予  「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 



免除・納付猶予  

まず、こちらの平成25年度期間の申請書を記入
しましょう。平成25年8月から平成26年6月 
までの分です。 
申請者ご自身である山田様の「基礎年金 
番号」・「氏名」・「生年月日」・「電話 
番号」をこちらにご記入ください。次に、 
配偶者である奥様の「氏名」・「生年月日」を続
けてご記入ください。 

「⑧特記事項」欄ですが、平成25年1月1日の 
住所と申請時点である現在の住所は異なりますね。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

書きました。 

平成25年1月1日はA市だね。 

申請者ご自身である山田様の「基礎年金 
番号」・「氏名」・「生年月日」・「電話 
番号」をこちらにご記入ください。次に、 
配偶者である奥様の「氏名」・「生年月日」を
続けてご記入ください。 



免除・納付猶予  

では、「1月1日時点本人住所」と記入し、続け
てA市の住所をご記入ください。 

「⑨免除等区分」欄は、こちらの順番に審査をし
ますので、希望しない免除区分がある場合にバツ
印をご記入ください。例えば、仮に全額 
免除となる場合であっても一部の保険料を 
納めたいというときは、全額免除の欄にバツ印を
記入します。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

書きました。 

できれば全額免除がいいね。 



免除・納付猶予  

では、記入なしで構いません。次に、「⑩申請期
間」欄は、平成25年度と記入してください。
「⑪税申告の有無」欄と「⑫前年所得」欄は 
平成25年度の前年、平成24年1月から12月まで
の山田様と奥様の税申告と所得に関して該当 
箇所の番号に○印を付けてください。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

わたしは、確定申告したので⑪欄は「あり」に○。
妻は専業主婦で申告しなかったので 
「なし」に○。⑫欄は私は所得「有（57万円
超）」に○、「16歳以上19歳未満の扶養親族」
はいないので「なし」に○、妻は所得「なし」に
○。これでいいかな。 



免除・納付猶予  「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 



免除・納付猶予  

ありがとうございます。25年度申請分は記入が
終わりましたので、続いて26年度申請分と 
27年度申請分をご記入ください。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 



免除・納付猶予  「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 



免除・納付猶予  

平成27年度分の免除申請は平成28年6月分までと
なりますが、そのあとの期間も免除を申請 
することを希望される場合は、「⑭継続希望 
区分」欄の「1.する」に○を付けてください。 

審査の結果、全額免除が却下となってしまい 
一部免除で承認された場合は、来年7月以降にあ
らためて免除申請していただく必要があり 
ますのでご了承ください。 
最後に、全ての免除・納付猶予申請書に 
「住所」・「被保険者氏名」・「本日の日付」が
申請書の左上の欄に記入されているかご確認くだ
さい。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

ふー。全部書き終わったよ。 

そうだね、来年度以降も免除してほしいね。 

最後に、全ての免除・納付猶予申請書に 
「住所」・「被保険者氏名」・「本日の日付」
が申請書の左上の欄に記入されているかご確認
ください。 



免除・納付猶予  「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 



免除・納付猶予  

ありがとうございます。では、ご記入 
いただいた内容を確認させていただきますので、
免除申請書をお預かりいたします。 
確認ができました。申請書を受け付けいた 
します。こちらが免除申請書のご本人控えと 
受付票になりますので、必ずご一読ください。特
に『免除・納付猶予を申請された方』の箇所はよ
くお読みください。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

これで全部終わりかな。 

わかりました。読んでおきます。 

確認ができました。申請書を受け付けいた 
します。こちらが免除申請書のご本人控えと 
受付票になりますので、必ずご一読ください。
特に『免除・納付猶予を申請された方』の箇所
はよくお読みください。 



免除・納付猶予  

また、今後配偶者や世帯主の変更、または前年所
得の変更があった場合には、年金事務所までご連
絡ください。 
このあと日本年金機構で審査を行い、約3か月後
に日本年金機構から審査結果が送付されます。審
査結果が届くまでの間に、日本年金機構が 
委託する民間事業者から納付のご案内がある 
場合がございますが、行き違いとなりますので、
そのまま審査結果をお待ちください。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

前に送られてきた納付書は処分していいですか。 

このあと日本年金機構で審査を行い、約3か月
後に日本年金機構から審査結果が送付されます。
審査結果が届くまでの間に、日本年金機構が 
委託する民間事業者から納付のご案内がある 
場合がございますが、行き違いとなりますので、
そのまま審査結果をお待ちください。 



免除・納付猶予  

審査結果が届くまで納付書は保管しておいて 
ください。免除の所得審査は申請年度ごとに 
前年の所得で審査されますが、所得の額に 
よっては全額免除とはならずに一部免除や却下と
なることもあります。一部免除で承認された場合
は、日本年金機構から承認された免除の 
種類に応じた保険料の金額で新たに納付書が 
郵送されますので、その納付書にしたがって 
必ず納めるようにしてください。せっかく一部免
除の承認を受けても納付すべき保険料を納付され
ないと、未納期間として取り扱われて 
しまいます。保険料を納めていただければ、 
万が一の病気やケガなどで障害を負ってしまった
ときや死亡といったもしものときのリスクに山田
様のご家族も備えることができます。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

そうか、家族もリスクに備えることができるのか。
よくわかりました。 

           一部免除で承認された 
場合は、日本年金機構から承認された免除の 
種類に応じた保険料の金額で新たに納付書が 
郵送されますので、その納付書にしたがって 
必ず納めるようにしてください。                せっかく一部 
免除の承認を受けても納付すべき保険料を納付
されないと、未納期間として取り扱われて 
しまいます。保険料を納めていただければ、 
万が一の病気やケガなどで障害を負ってしまっ
たときや死亡といったもしものときのリスクに
山田様のご家族も備えることができます。 



免除・納付猶予  「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 



免除・納付猶予  

本日のお手続きは、これで終了となります。 

ありがとうございました。お気をつけてお帰りく
ださい。 

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入方法の説明 

いろいろとありがとう。 



免除・納付猶予  



免除・納付猶予  

退職日や廃業日を確認できる書類により、
免除対象となる期間を的確に把握する。 

ケース1  
失業等特例による免除申請のポイント ＜ ＞ 



免除・納付猶予  

＜ケース2 遡及免除申請のポイント＞ 

「免除情報整理シート」を使用して、必要な 
情報を整理する。 

各申請年度の直前の1月1日時点の来訪者の住所地 
 
 
配偶者との同居の有無、世帯主の変更などの情報 



免除・納付猶予  

＜ケース2 遡及免除申請のポイント＞ 

「免除情報整理シート」を使用して、必要な 
情報を整理する。 

免除制度の目的＝未納を防ぎ、老齢・障害・ 
死亡リスクへ対処すること 
 
免除期間は老齢基礎年金が減額される 
⇒追納によって増額できること 



免除・納付猶予  

＜ケース2 遡及免除申請のポイント＞ 



免除・納付猶予  


